猪苗代町空き工場活用促進事業補助金について（概要）
　猪苗代町では、地域産業の振興と雇用機会の拡大を図るため、空き工場を利用して事業を開始する中小企業者を対象に補助を行ないます。

○補助の対象となる方

次の条件を全て満たす中小企業者。

１　事業に必要な許可を取得し、又は取得見込みであること。

２　空き工場（※１）取得後、又は賃貸借契約後６か月以内に操業を開始し、５年以上操業すること。

３　投下固定資本総額（※２）が３００万円以上であること。

４　常時雇用する従業員数が５人以上であり、かつ、当該従業員数の２分の１以上の方が町内に住所を有すること。
５　この要綱に規定による補助金を過去に受け取っていないこと。
６　本町及び従前の居住地において、市町村税に滞納がないこと。

※１　空き工場：猪苗代町のホームページに企業立地紹介物件として情報を掲載している建物

※２　投下固定資本総額：空き工場の操業を開始するため建物の改修に要する経費

○対象となる空き工場

１　猪苗代町大字蚕養字西牡丹原甲959番地1　　谷電機工業株式会社所有建物

２　猪苗代町大字蚕養字北門24番地2外　　　　 東英工業株式会社所有建物

○補助額

１　投下固定資本総額　×　１／２　＝　補助金　　上限２００万円
２　１，０００円未満の端数は切り捨て。
○補助申請の流れ
①申請

猪苗代町空き工場活用促進事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添付して提出してください。

１　事業計画書（様式第１号の２）

２　工場の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

３　事業に必要な許可等の写し

４　法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては住民票

５　直近２期分の決算書の写し

６　市町村税に滞納がないことを証する書類（納税証明書等）

７　投下固定資本総額が明記された資料

８　誓約書（様式第２号）

９　その他必要と認める書類

②補助決定

　補助金の交付が決定すると、猪苗代町空き工場活用促進事業補助金交付決定通知書（様式第３号）が交付されます。

③申請した内容を変更する場合
　申請後、申請内容を変更するときは、猪苗代町空き工場活用促進事業補助金変更・中止承認申請書（様式第４号）を提出してください。

④補助金の請求
　事業完了の日から２か月以内又は、交付決定の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。

１　猪苗代町空き工場活用促進事業補助金実績報告書（様式第５号）
２　猪苗代町空き工場活用促進事業補助金交付申請書（様式第６号）

３　投下固定資本総額が記載された領収書の写し又はそれにかわるもの

４　その他、必要と認める書類
⑤補助金の交付

　請求書に記載いただいた口座に補助金が振り込みになります。

⑥各種様式

　町のホームページからダウンロードしていただくか、商工観光課に請求してください。

○会計帳簿等の整理

　補助金の交付を受けた事業者の方は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿等を整理し、補助金が交付された会計年度終了後５年間保存してください。

○お問合せ先
　福島県猪苗代町商工観光課　TEL　0242-62-2117（直通）
